
ドイツハンブルク州における
死因究明制度の概要について
（海外調査研究概要報告）

警察庁刑事局捜査第一課

○ 面積 ３５７，０２１ｋ㎡
○ 人口 ８，１００万人
○ １６の連邦州からなる連邦制

○ 首都ベルリンに次ぐドイツ第２の都市
ベルリン市と同様に一市単独で連邦州を構成

○ 面積 ７５５ｋ㎡ （東京都２３区６１７ｋ㎡）

○ 人口 １７４万人 （神戸市１５０万人、札幌市１８８万人）

○ 法医学教室がある大学はハンブルク大学のみ
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警察による検視

法医学医師による死体検案

学術解剖
（承諾解剖）

土葬を希望

埋葬

火葬を希望

火葬場

法医学医師による死体検案と
死亡診断書のチェック

医師による検案 スクリーニング

保健局の医師による死亡診断書のチェック
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非自然死体

（外因死など）

自然死体

（明らかな病死など）

死因不明

法医学研究所

司法解剖

司法解剖 → 刑事訴訟法（連邦司法省所管）
学術・承諾解剖 →   ハンブルク死体解剖法（州保健省所管）

○ 異常死及び死因不明の約８０％を法医学者が検案
○ 火葬される全死体を法医学者が再検案
○ 埋葬前の全死体の死亡診断書を医師がチェック
○ 医師が警察に届出すべき死体に法令上の定義なし
○ 解剖率
全死体の５．８％（２００９年）

（５．８％＝９８５（解剖数）／１７，００１（全死体数） ）

（参考）日本の解剖率：１．４％

全異常死体の１９．３％（２００９年）
（１９．３％＝９８５（解剖数）／ ５，１１４（異常死体数） ）

（参考）日本の異常死体解剖率：１０．１％

根拠法令

制度の特徴



ハンブルク州警察の概要

○ ハンブルク州全域を管轄 （州警察本部 １ 警察署２４署）

○ 死因究明課
・体制１３人 （日勤常駐１人、勤務時間１６時間の交替制勤務１２人）

○ 医師からの通報に対し、所轄署の警察官が現場臨場し、現場保存の上、
ハンブルク州警察死因究明課へ状況報告

○ 署の警察官は、死因究明課の指示により、死亡場所、死体発見現場等
の調査、家族等からの聴取に従事

○ 犯罪死体等については、死因究明課員が直接現場に臨場する場合も
ある （臨場率約４％）

○ 司法解剖について、令状請求は検察官が行うが、実質的には警察官が法
医学研究所の検案結果や法医学者の意見を踏まえ、要否について判断

警察の概要

警察で行う検視関係捜査

検視担当部署

国立ハンブルク大学法医学研究所の概要

・ 年間予算約６億円（州文科省、連邦司法省）
※ ハンブルク大学病院の事業として、ハンブルク市以外の薬毒物鑑定、

生体鑑定を実施。 これにより得られた約１億４，０００万円を研究所
の運営費として利用。

・ 職員５５人
・ 法医学部門 （死体の検案、解剖を担当）
（体制）法医学者１３人・解剖助手８人
（設備）解剖台５台、遺体安置冷蔵庫１００体分、ＣＴ１台

・ 薬毒物検査部門 （薬毒物検査を担当）
（体制）毒性学者［薬学］３人・医療、生物、化学技師８人､

アルコール技師２人
※２４時間体制で鑑定受付

（設備）ガスクロマトグラフ ７台

組織・体制



解剖等実施状況

○解剖実施状況

･ １体に対して、上級解剖医１人、医師１人、助手１人が基本

（司法解剖の場合は必ず医師２人以上で解剖）

・ 解剖医１人当たり平均年間解剖数 約１１０体

・ 司法解剖１体あたり所要時間 ２．５～５．０時間程度

・ 司法解剖費（連邦司法省） １体約２万、３万、４万５，０００円の３通り

・ 学術解剖費（州文科省）１体約８万円

（遺族の要望による承諾解剖は遺族負担）

○ＣＴ

・ 全解剖死体及び必要性を認めた検案死体に実施

（昨年実績１，３００体）

・ 検案補助、解剖の精度を向上、裁判での証拠保全のために実施

・ １体約４万５，０００円（連邦司法省予算）

○鑑定書（解剖報告書として作成）

・ １５～２５ページで記載内容は我が国のものとほぼ同じ

・ CT所見入り、写真なしで、報告書提出まで約２週間を要する


